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小矢部市男女共同参画プラン（第２次）策定に関する組織 
 
                                                                             
        
                                                                      
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 

 男女共同参画プラン推進委員会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

市 長 

 

 

 

市 議 会 

男女共同参画推進協議会 
＜１５人以内＞ 
・学識経験者 
・団体推薦 
・公募 
任期:２年、会長（１人）、副会長（１人）

は市長の指名 
※職務 
 男女共同参画の推進に関し市長に提言

を行う。 

提 言 
計 画 案

の 説明

素案づくり

の 指 示

素案の 

提 出 

 ※職務  小矢部市男女共同参画プラン（第２次）素案の策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 民生部市民協働課 

 ※職務 企画、庶務、日程等の調整及び整理 

                   （庁内）

 ※組織 
   委員長：副市長 
   副委員長：教育長 
   委員：別表に掲げるもの（課長以上） 

提案 提案 （市民参画） 

（全職員の参画） 

 職員の参画（職員提案等）  
･市民アンケート 

･市長への手紙 

・パブリックコメントなど 

                                (市民参画) 

 

                                    調査研究           

専  門  部  会 

市職員 

[委員：職員(９人)] 

※職務 

 男女共同参画プラン推進委員会の下部

組織であり、男女共同参画プランの素案

策定のための調査・研究を行う。 

小矢部市男女共同参画推進員

連絡会が推薦する者 ９人 

※職務 

 計画策定専門部会と素案策

定のための調査・研究を協働

で行う。 
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小矢部市男女共同参画推進協議会設置要綱（平成 20 年 7 月 31 日告示第 42 号） 

 

（設置） 

第１条 男女共同参画社会の実現に向けて、小矢部市男女共同参画プランを推進し、及びその進行管理等を行う

ため、小矢部市男女共同参画推進協議会（以下「参画推進協議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 参画推進協議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 小矢部市男女共同参画プランの進行管理に関すること。 

(2) 男女共同参画を推進する団体及び個人のネットワークの構築に関すること。 

(3) 男女共同参画推進員の活動支援に関すること。 

(4) その他男女共同参画の推進に関すること。 

２ 参画推進協議会は、前項各号に掲げる事項に関し、市長に意見を述べることができる。 

 

（組織） 

第３条 参画推進協議会は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 男女共同参画社会の推進について識見を有する者 

(2) 市内団体の代表者から推薦された者 

(3) 公募による者（20歳以上の小矢部市民に限る。） 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、2 年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 参画推進協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の中から市長が指名する。 

３ 会長は、会務を総理し、参画推進協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 

 

（会議） 

第６条 会長は、参画推進協議会の会議を招集し、その議長となる。 

２ 前項の規定にかかわらず、委嘱後最初の会議は、市長が招集する。 

 

（庶務） 

第７条 参画推進協議会の庶務は、市民協働課において行う。 

 

（細則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、参画推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 
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小矢部市男女共同参画推進協議会委員名簿

氏　名 推薦団体等 備考

水牧 　 尚 小矢部市自治会連合会 会長

嶋田　幸恵 小矢部市女性団体連絡協議会　　　 副会長

林　　説則 小矢部市商工会　　　　　　

村西　更新 小矢部市企業協会

奥川　孝子 砺波人権擁護委員協議会小矢部地区委員会

吉田由紀子 小矢部市小中学校校長会

西尾　陽子 小矢部市PTA連絡協議会

石畠　幹大 小矢部青年会議所

新谷　幸子 小矢部市男女共同参画推進員連絡会

片岸　まき 小矢部市家庭児童相談員

河合千枝子 公募委員

林　　清則 公募委員
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小矢部市男女共同参画推進協議会経過一覧 

 年 月 日      協 議 事 項      場 所 

第 

１ 

回 

平成 24 年 

11月21日（水）

(1)小矢部市男女共同参画プラン（第２次）策

定について 

(2)小矢部市男女共同参画プラン（第２次）素

案について 

(3)今後のスケジュールについて 

小矢部市役所

特別会議室

第 

２ 

回 

平成 25 年 

１月23日（水）

(1)小矢部市男女共同参画プラン（第 2 次）素

案について 

(2)今後のスケジュールについて 

小矢部市役所

第２委員会室

第 

３ 

回 

平成 25 年 

２月28日（木）

(1)小矢部市男女共同参画プラン（第２次）の

素案について 

小矢部市役所

特別会議室

 
平成 25 年 

３月５日（火）

「小矢部市男女共同参画プラン（第２次）の

素案」について（提言） 

小矢部市役所

市長公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水牧委員長、嶋田副委員長ほか協議会委員より市長へ提言 

                    （平成 25 年 3 月 5 日） 
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小矢部市男女共同参画プラン推進委員会設置規程 

 

（目的） 

第１条 小矢部市における男女共同参画推進に関する施策について、庁内関係機関の 緊密な連携を図るとと

もに、総合的、かつ効果的な対策を推進するため、小矢部市 男女共同参画プラン推進委員会（以下「推進

委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進委員会は、次の事務を所掌する。 

 (1) 小矢部市男女共同参画プランの策定及び実施に関すること。 

 (2) 男女共同参画行政の総合的推進に関すること。 

 (3) 男女共同参画に関する施策について、関係行政機関との連絡調整に関すること。 

 (4) その他男女共同参画に関すること。 

 

（組織） 

第３条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、副市長の職にある者をもって充て、委員会を統括する。 

３ 副委員長は、教育長の職にある者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故 あるときはその職務を

代行する。 

４ 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。 

 

（会議） 

第４条 推進委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が主宰する。 

 

（専門部会） 

第５条 委員長が必要と認めるときは、専門部会（以下「部会」という。）を設けることができる。  

２ 前項の部会員は、小矢部市男女共同参画推進員及び関係職員の中から委員長が任命する。 

３ 部会は、その部門に属する事項について、調査研究及び審査し、その結果を推進 委員会に報告しなけれ

ばならない。 

 

（庶務） 

第６条 推進委員会の庶務は、民生部市民協働課において処理する。 

 

（細則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。 

  附  則 

 この規程は、平成24年７月２日から施行する。 

 

別表 

総務部長 産業建設部長 民生部長 企画室長 産業建設部次長 民生部次長 教育次長 企画政策課長 商

工立地振興課長 総務課長 農林課長 健康福祉課長 社会福祉課長 教育総務課長 生涯学習文化課長 ス

ポーツ課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 71 -



資料編 

小矢部市男女共同参画プラン推進委員会委員名簿

職 氏名

委員長 副市長 高畠　進一

副委員長 教育長 日光　久悦

委員 総務部長 松本　信明

委員 産業建設部長 野澤　敏夫

委員 民生部長 林　和宏

委員 企画室長 稲原　勉

委員 産業建設部次長 川原　幸雄

委員 民生部次長 （社会福祉課長） 吉川　哲二

委員 教育次長 （教育総務課長） 舟本　勇

委員 企画政策課長 山田　博章

委員 商工立地振興課長 砂川　靖春

委員 総務課長 石丸　和義

委員 農林課長 澁谷　純一

委員 健康福祉課長 貝淵　稔

委員 生涯学習文化課長 谷敷　秀次

委員 スポーツ課長 高木　利一  

小矢部市男女共同参画プラン推進委員会専門部会名簿

部会 氏名 所属 備考

岡田　　昇 市男女共同参画推進員 第１部会部会長

吉倉　千里 総務課 第１部会副部会長

浅野　由美子 市男女共同参画推進員

谷崎　正則 市男女共同参画推進員 座長

辻倉 美智子 市男女共同参画推進員 副座長

古川　正樹 企画政策課

高木場　万里 教育総務課

沼田　智子 生涯学習文化課

林　　智子 市男女共同参画推進員 第２部会部会長

野沢　弘一 農林課 第２部会副部会長

加賀谷　武志 市男女共同参画推進員

新谷　幸子 市男女共同参画推進員

石原　富士夫 市男女共同参画推進員 副座長

沼田　純子 市男女共同参画推進員

森　通 商工立地振興課

島田　賀世恵 健康福祉課

橋本　里美 社会福祉課

林　伸恭　 スポーツ課

第
１
部
会

第
２
部
会
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小矢部市男女共同参画プラン推進委員会経過一覧 

 年月日           協 議 事 項      場 所 

第 

１ 

回 

平成 24 年 

８月 21 日（火） 

(1)小矢部市男女共同参画プラン推進委員会の設置

について 

(2)小矢部市男女共同参画プラン（第 2 次）策定に

ついて 

(3)アンケート調査結果について 

(4)プラン進捗シート・新規施策シートについて 

小矢部市役所

特別会議室

第 

２ 

回 

平成 24 年 

11 月 12 日（月） 

(1)専門部会開催状況について 

(2)小矢部市男女共同参画プラン（第 2 次）素案に

ついて 

(3)今後の予定について 

小矢部市役所

特別会議室

第 

３ 

回 

平成 24 年 

12 月 28 日（金） 

(1)小矢部市男女共同参画推進協議会会議の概要に

ついて 

(2)小矢部市男女共同参画プラン（第 2 次）素案に

ついて 

(3)今後の予定について 

小矢部市役所

特別会議室

 

 

 

 

 

 

                 小矢部市男女共同参画プラン推進委員会  

 

 

 

 

- 73 -



資料編 

小矢部市男女共同参画プラン推進委員会専門部会経過一覧 

 年月日           協 議 事 項      場 所 

第 

１ 

回 

平成 24 年 

９月５日（水） 

全体会議 

(1)小矢部市男女共同参画プラン（第 2 次）策

定について 

(2)アンケート調査結果について 

小矢部市役所 

特別会議室 

 

 

平成 24 年 

９月 26 日（水） 

部会ごとに協議（第 1 部会・第 2 部会） 

(1)小矢部市男女共同参画プラン（第 2 次）体

系について 

小矢部市役所 

(第 1部会:501 会議室

第 2部会:502 会議室)  

 

 

平成 24 年 

10 月 10 日（水） 

部会ごとに協議（第 1 部会・第 2 部会） 

(1)小矢部市男女共同参画プラン（第 2 次）目

標別計画について 

小矢部市役所 

(第1部会:特別会議室

第 2部会:402 会議室) 

 

 

平成 24 年 

10 月 18 日（木） 

部会ごとに協議（第 2 部会） 

(1)小矢部市男女共同参画プラン（第 2 次）目

標別計画について 

小矢部市役所 

(第2部会:502会議

室)               

第 

２ 

回 

平成 24 年 

10 月 24 日（水） 

全体会議 

(1)小矢部市男女共同参画プラン（第 2 次）第

３章 計画の内容（１．体系図 ２．目標別計

画） 

(2)小矢部市男女共同参画プラン（第 2 次） 第

１章 計画の策定にあたって 第２章 計画

の基本的考え方 

小矢部市役所 

特別会議室 

第 

３ 

回 

平成 24 年 

11 月７日（水） 

全体会議 

(1)小矢部市男女共同参画プラン（第 2 次）第

３章 計画の内容（１．体系図 ２．目標別計

画） 

(2)小矢部市男女共同参画プラン（第 2 次） 第

１章 計画の策定にあたって 第２章 計画

の基本的考え方 

小矢部市役所 

特別会議室 

第 

４ 

回 

平成 24 年 

11 月 28 日（水） 

全体会議 

(1) 男女共同参画プラン推進委員会・男女共同

参画協議会会議の概要 

(2)小矢部市男女共同参画プラン（第 2 次）体

系図の一部見直しについて 

(3)実施事業における担当課意見について 

(4)成果指標について 

小矢部市役所 

特別会議室 
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小矢部市男女共同参画プラン推進委員会専門部会全体会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小矢部市男女共同参画プラン推進委員会専門部会第 1 部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小矢部市男女共同参画プラン推進委員会専門部会第２部会 
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   資料編 

男女共同参画社会基本法 

〔平成11年６月23日号外法律第78号〕 

最終改正：平成11年 12月 22日法律第160号 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、

国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて

きたが、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女

が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別

にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することが

できる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となってい

る。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を

２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、

社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を

明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公

共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組

を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会

経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現

することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成

に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び

国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的

に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な 

構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会が確保され、もって男女が

均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受す

ることができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成す

ることをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女 

間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女 

のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供する 

ことをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機

会が確保されることその他の男女の人権が尊重されるこ

とを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会にお

ける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を

反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立

でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形

成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の

選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとする

ように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等

な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策

又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して

参画する機会が確保されることを旨として、行われなけ

ればならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一員

としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活

動を行うことができるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会にお

ける取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男

女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなけ

ればならない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画

社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に

策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及

びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。  

（国民の責務） 

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会

のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共

同参画社会の形成に寄与するように努めなければなら

ない。 

（法制上の措置等） 

第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 
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第 12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形

成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての報告を提出しなければな

らない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の

形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作

成し、これを国会に提出しなければならない。 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関す 

る基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男

女共同参画基本計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。 

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の 

形成の促進に関する施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形 

成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、 

男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求め

なければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ 

たときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しな 

ければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につい

て準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第14条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都

道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければな

らない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。 

(1) 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ず

べき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共

同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基

本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）

を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又

は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 15 条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しな

ければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第 16 条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置

を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第 17 条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理の

ために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他

の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人

権が侵害された場合における被害者の救済を図るため

に必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第 18 条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参

画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に

必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交

換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相

互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共

同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援する

ため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努

めるものとする。 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」と

いう。）を置く。 

（所掌事務） 

第22条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

１ 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第３項に規定

する事項を処理すること。 

２ 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大

臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議

すること。 

３ 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があ
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ると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

意見を述べること。 

４ 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると

認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意

見を述べること。 

（組織） 

第23条 会議は、議長及び議員24人以内をもって組織す

る。 

（議長） 

第24条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第25条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総 

理大臣が指定する者 

(2) 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有す 

る者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数

の10分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議

員の数は、同号に規定する議員の総数の 10 分の４未満

であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第26条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。

ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第 27 条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要が

あると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又

は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があ

ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して

も、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第 28 条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議

員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で

定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７

号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第３条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会

設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第１条の規

定により置かれた男女共同参画審議会は、第 21 条第１

項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって

存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一

項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員

である者は、この法律の施行の日に、第 23 条第１項の

規定により、審議会の委員として任命されたものとみな

す。この場合において、その任命されたものとみなされ

る者の任期は、同条第２項の規定にかかわらず、同日に

おける旧審議会設置法第４条第２項の規定により任命

された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任

期間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第５条第１

項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長

である者又は同条第三項の規定により指名された委員

である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第 24

条第１項の規定により審議会の会長として定められ、又

は同条第３項の規定により審議会の会長の職務を代理

する委員として指名されたものとみなす。 

（総理府設置法の一部改正） 

第４条 総理府設置法（昭和 24 年法律第 127 号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成11年７月16日法律第102号抄〕 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成

11年法律第88号）の施行の日〔平成13年１月６日〕か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

１ 〔略〕 

２ 附則第10条第１項及び第５項、第14条第３項、第23

条、第28条並びに第30条の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第 28 条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる

従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員で

ある者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該

会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律

の規定にかかわらず、その日に満了する。 

１～10 〔略〕 

11 男女共同参画審議会 

12～58 〔略〕 

（別に定める経過措置） 

第 30 条 第２条から前条までに規定するもののほか、こ

の法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で

定める。 

附 則〔平成11年12月22日法律第160号抄〕 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成

13年１月６日から施行する。〔後 略〕 
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富山県男女共同参画推進条例 

（平成 13年４月） 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画社会の形成を促進す   

るため、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、

並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとと

もに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる

事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ

計画的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、

豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会のあらゆる分野に  

おける活動に参画する機会が確保され、社会の対

等な構成員として、自らの意思によって活動に参

画し、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受し、かつ、共に責任を担

うことをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る

男女間の格差を改善するため必要な範囲内におい

て、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極

的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊

厳が重んぜられること、男女は平等であり性別による

差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力

を発揮する機会が確保されることその他の男女の人

権が尊重されることを旨として、行われなければなら

ない。 

（性別による固定的な役割分担等を反映した制度又は

慣行の見直し） 

第４条 男女共同参画の推進は、社会における制度又は

慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、

男女の社会における活動の自由な選択を妨げないよ

うにすることを旨として、行われなければならない。 

（政策又は方針の立案及び決定への 男女の共同参画） 

第５条 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な

構成員として、県その他の団体における政策又は方針

の立案及び決定に共同して参画する機会が確保され

ることを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と社会における活動の両立） 

第６条 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女 

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家

族の介護その他の家庭生活における活動について家

族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、

学校、地域その他の社会における活動を行うことが

できるようにすることを旨として、行われなければ

ならない。 

（男女の生涯にわたる健康の確保） 

第７条 男女共同参画の推進は、男女が生涯を通じて健

康（身体的、精神的及び社会的に良好な状態にあるこ

とをいう。）であって、それぞれの身体の特徴につい

て互いに理解を深めることにより、安全な妊娠及び出

産が快適な環境の下にできるようにすることを旨と

して、行われなければならない。 

（国際的協調）  

第８条 男女共同参画の推進が国際社会における取組

と密接な関係を有していること及び富山県の地域特

性にかんがみ、男女共同参画の推進は、環日本海地域

における取組を重視しつつ、国際的協調の下に行われ

なければならない。 

（県の責務） 

第９条 県は、第３条から前条までに定める男女共同参

画の推進についての基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策

（積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画推進施

策」という。）を総合的に策定し、及び実施する責務

を有する。 

２ 県は、男女共同参画の推進に当たり、国、市町村、

県民及び事業者と連携して取り組むものとする。 

（県民の責務） 

第 10 条 県民は、職場、学校、地域、家庭その他の社

会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男

女共同参画の推進に努めなければならない。     

２ 県民は、県が実施する男女共同参画推進施策に協力

するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第 11条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、

基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めなけ

ればならない。 

２ 事業者は、県が実施する男女共同参画推進施策に協

力するよう努めなければならない。 

（男女の人権侵害の防止） 

第 12 条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他社会

のあらゆる場において、性別による差別的取扱い、セ

クシュアル・ハラスメント（性的な言動に対する相手

方の対応によって不利益を与え、又は性的な言動によ

り相手方の生活環境を害することをいう。）、男女間

における暴力的行為（身体的又は精神的な苦痛を著し

く与える行為をいう。）その他の行為により男女の人

権を損なうことのないようにしなければならない。 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

（男女共同参画計画の策定） 

第 13 条 知事は、男女共同参画推進施策の総合的かつ
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計画的な実施を図るため、男女共同参画の推進に関す

る基本的な計画（以下「男女共同参画計画」という。）

を策定するものとする。 

２ 男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定め

るものとする。 

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画推

進施策の大綱 

 (2) 前号の大綱に基づき実施すべき具体的な男女共

同参画 

(3) 前２号に掲げるもののほか、男女共同参画推進

施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な

事項  

３ 知事は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、

あらかじめ富山県男女共同参画審議会の意見を聴く

とともに県民及び事業者の意見を反映することがで

きるよう適切な措置を講ずるものとする。 

４ 知事は、男女共同参画計画を策定したときは、これ

を公表するものとする。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画計画の変更について

準用する。 

（県民及び事業者の理解を深めるための措置） 

第 14 条 県は、広報活動等を通じて、男女共同参画に

関する県民及び事業者の理解を深めるとともに、学校

教育、社会教育その他の教育及び県民の学習活動にお

いて男女共同参画に関する教育及び学習の促進のた

めの適切な措置を講ずるものとする。 

（男女共同参画推進員制度） 

第 15 条 県は、県民の協力を得て男女共同参画の推進

を図るため、男女共同参画計画の啓発及び普及その他

の活動を行う男女共同参画推進員の制度を設けるも

のとする。 

（拠点施設の設置） 

第 16 条 県は、男女共同参画を推進するための拠点と

なる施設を設置するものとする。  

（県民及び事業者の申出） 

第 17 条 知事は、県が実施する男女共同参画推進施策

について、県民及び事業者から申出があった場合は、

当該申出の適切な処理に努めるものとする。 

２ 知事は、性別による差別的取扱いその他の男女共同

参画の推進を阻害する行為による男女の人権の侵害

に関し、県民からの相談の申出があった場合は、当該

申出の適切な処理を行うものとする。 

（調査研究） 

第 18 条 県は、男女共同参画推進施策の策定に必要な

調査研究を行うものとする。 

（市町村及び民間の団体に対する支援等） 

第 19 条 県は、市町村が実施する男女共同参画推進施

策及び民間の団体が行う男女共同参画の推進に関す

る活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措

置を講ずるように努めるものとする。 

２ 県は、個人及び民間の団体が行う男女共同参画の推

進に関する取組の奨励に努めるものとする。 

第３章 富山県男女共同参画議会 

（設置及び所掌事務）            

第 20条 知事の諮問に応じ、次に掲げる事項について     

調査審議するため、富山県男女共同参画審議会（以下

「審議会」という。）を置く。 

 (1) 男女共同参画の推進に関する基本的事項及びこ

の条例の規定によりその権限に属された事項 

 (2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進

に関し必要な事項 

２ 審議会は、前項各号に規定する事項に関し、知事に 

意見を述べることができる。 

（組織等） 

第 21条 審議会は、委員 20人以内で組織する。 

２ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の

10分の４未満であってはならない。 

３ 委員は、男女共同参画に関し識見を有する者のうち

から、知事が任命する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた

場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者 

が任命されるまで引き続きその職務を行うものとす 

る。 

７ 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを

定める。 

８ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

９ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する

委員が、その職務を代理する。 

第４章 財政措置等 

（財政上の措置等） 

第 22 条 県は、男女共同参画推進施策を実施するため

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとす

る。 

（年次報告） 

第 23 条 知事は、毎年、男女共同参画の推進の状況及

び男女共同参画推進施策の実施の状況についての報

告書を作成し、公表するものとする。  

（規則への委任） 

第 24 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

附 則 

この条例は、平成 13年４月１日から施行する。 
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 男女共同参画に関するアンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆１．結婚に関する意識について ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

１ あなたにとって結婚とは、どのようなイメージがあるでしょうか。（複数回答可） 

 

２ 結婚について，あなたのご意見 

(1)結婚は個人の自由であるから、してもしなくてもどちらでもよい 

 

 

 

 

 

 

 

※男女共同参画に関するアンケート 
 １ 実施目的 小矢部市男女共同参画プラン（第２次）の基礎資料とする。 
 ２ 実施期日 平成 24 年２月２４日（木） 
 ３ 回収期間 平成２４年２月２７日～５月１日 
 ４ 対 象 者  小矢部市在住の 20 歳以上の 1400 人を無作為抽出 
 ５ 結  果 回答数７１３件 
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(2) 結婚しても相手に満足できないときは離婚すればよい 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 結婚を継続して行くために最も大切なことは、どんなことだと思いますか。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆２．家庭生活等に関する意識について ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

４ 家庭についての夫と妻の役割についてのご意見 

(1)夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 夫も妻も、共同して家事・育児・介護をするべきである 
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５ 主に誰が分担していますか。（男女別回答） 

 

※乳幼児がいる家庭のみ 

男性N=50 

女性N=81 

※日常的に介護を要する家庭のみ 

男性N=63 

女性N=78 
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６ 男性が女性とともに家事・育児・介護などに積極的に参加していくためにはどのようなことが

必要だと思いますか。（複数回答可） 

 

 （％）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

◆◆３．働き方について ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

７ あなたが考える就業の理由の主なものは（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと

男性が家事などに参加することに対する女性の抵抗感をなくすこと

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること（十分な話し合いなど）

年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担等についての当事者の考え方を尊重すること

社会の中で、男性による家事、子育て、介護等についてもその評価を高めること

労働時間の短縮や休暇制度を普及させることで、仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

男女の役割分担についての社会通念、慣習、しきたりを改めること

家事などを男女で分担するようなしつけや育て方をすること

男性の男女共同参画に対する関心を高めること

男性が仕事中心の生きかた、考え方を改めること

夫が家事などをすることに妻が協力すること

妻が、夫に経済力や出世を求めないこと

その他

わからない

回答無し

（％）

全体N＝713 

全体N=713
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◆◆４．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

８ 生活の中での、「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活（地域活動・学習・趣味・付き

合い等）」の優先度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ あなたは、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実現された社会」に近づくた

めにはどのような取組が必要だと思いますか。（複数回答可） 

 （1）企業による取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（1）あなたの希望に近いものは 

(2）あなたの現状にも近いものは 

N＝287

N＝390

（％）

全体N＝713

N＝287

N＝390
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 （２）行政による取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆５．社会参加・地域◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

１０ 女性の進出について 

 

 

◆◆６．平等意識について◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

１１ 男女平等について 

 (1)家庭生活で   

 

 

 

 

 

 

 

 

全体N＝713

（％） 

次の役割などに女性が進出した方が良いと思いますか (％) Ｎ＝713 
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 (2)地域活動 

の場で   

  

 

 

 

 

 

(3)職場で   

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)学校教育 

の場で   

 

 

 

 

 

 

 

 (5)政治の 

場で   

 

 

 

 

 

 

 

 (6)法律や制度 

の上で   
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 (7)社会通念・ 

習慣・しきた 

りなどで  

 

 

 

 

 

 

 

◆◆７．ＤＶ（配偶者や恋人など親密な関係にある人からの「暴力」）◆◆ 

 

１２ 今までに配偶者（夫又は妻）や恋人から次のような暴力を受けたことがありますか。 

(1) 大声で 

どなる 

 

 

 

 

 

(2) 汚い言 

葉や人格を否 

定するような 

言葉でののし 

る 

 

 

(3) 足で 

ける 

 

 

 

 

 

 

(4) 物を投 

げつける 
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(５) 何を言 

っても無視 

する 

 

 

 

 

 

◆◆８．男女共同参画社会の形成・その他◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

１３ あなたは、「男女共同参画社会」を形成していくため、行政はどのようなことに力を入れて

いったらよいと思いますか。（複数回答可） 
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